
は
大
部
分
不
明
瞭
で
あ
っ
π
り
、
鼻
音
こ
な
っ
た
り
す
る
、

最
後
の
子
音
は
時
々
襲
配
し
な
い
、
強
い
r
の
音
が
な
い
。

之
に
反
し
て
大
陸
的
氣
候
に
住
む
ス
ペ
イ
ン
人
の
語
は
、

登
普
が
明
瞭
で
詳
密
で
、
r
の
音
も
あ
れ
ば
、
ア
ラ
ゼ
や

語
か
ら
出
た
昏
の
音
や
、
喉
督
の
」
が
あ
る
。
我
が
國
で

も
東
北
の
昔
ビ
王
事
島
の
音
ε
を
較
べ
る
ご
確
か
に
氣
候

の
影
響
が
あ
る
標
で
あ
る
。
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明
治
初
年
の
地
方
官
露
語

（
下
）

呼

交
學
士
藤
井
甚
太
郎

九
　
第
三
回
地
方
官
會
議

第
三
回
地
方
官
曾
議
は
、
明
治
十
三
年
二
刀
丁
田
よ
り

　
　
第
十
谷
　
　
研
　
究
　
　
明
漁
初
年
の
地
方
官
會
議

同
二
十
八
日
に
亙
っ
て
、
東
京
寳
田
町
二
番
地
華
族
部
長

局
な
る
議
事
堂
に
於
て
開
催
せ
ら
れ
た
Q
而
し
て
此
が
最

後
の
諌
言
で
あ
っ
て
、
、
十
四
年
以
後
は
又
他
の
形
式
で
催

　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
一
二
九
　
（
二
こ
ご
）



　
　
　
第
十
巷
　
　
研
　
究
　
　
明
治
初
年
の
蟷
方
砲
愈
議

さ
れ
た
の
で
あ
る
．
議
長
に
は
元
老
院
副
議
長
河
野
敏
鎌

が
去
年
十
二
刃
二
十
三
日
任
命
せ
ら
れ
た
　
死
の
，
三
寿
を

近
事
評
論
の
記
者
が
噛
し
て
、

　
第
三
画
會
議
に
は
三
三
其
議
長
に
任
す
べ
き
ミ
は
、
是
れ
道
人

　
の
共
に
其
何
等
の
人
物
の
墨
げ
ら
る
べ
き
や
を
刮
呂
し
て
窺
．
浦

　
所
な
り
き
Q
蓋
し
地
方
官
會
議
規
則
に
擦
れ
ば
、
議
長
た
る
者

　
は
議
員
の
雁
に
下
り
て
自
ら
議
事
に
從
ふ
能
ば
ざ
れ
は
、
敢
て

　
其
賢
良
英
敏
の
人
を
要
せ
ざ
る
が
如
し
ミ
錐
も
、
弼
も
議
揚
整

　
理
の
序
な
り
、
議
事
修
正
案
の
三
分
な
り
、
議
事
嚢
言
決
議
の

　
法
な
り
、
小
會
議
委
員
、
内
閣
委
員
、
議
院
取
締
附
則
等
十
五

　
四
＋
九
三
の
三
期
を
鰭
下
に
藏
め
、
下
間
の
議
案
荘
四
幅
其
利

　
害
得
失
の
係
る
所
、
並
に
三
大
新
法
の
全
條
の
意
見
議
論
を
存

　
し
、
博
識
賢
良
愛
國
三
民
の
精
一
を
有
し
て
、
臨
機
慮
鍵
能
く

　
一
議
を
総
揺
整
理
し
得
る
の
索
略
あ
る
人
に
非
る
よ
り
は
、
．
以

　
て
其
任
に
當
ら
し
む
る
に
足
ら
す
。
聞
く
が
如
く
な
れ
ば
、
河

　
野
敏
鎌
君
の
顛
落
英
遇
、
今
夏
の
大
勢
に
懸
序
し
事
を
歯
す
る

　
や
鄭
叢
に
失
せ
す
，
辞
書
に
誤
ら
す
、
國
家
を
愛
す
る
猫
ほ
叫

　
身
を
愛
す
る
が
妬
く
、
夙
に
元
老
院
中
に
て
鰹
鋸
の
聲
へ
あ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
銘
二
蟹
　
　
　
四
〇
　
（
二
三
二
）

　
鷲
曾
て
B
く
人
直
隠
を
生
す
る
に
蚕
ら
ざ
れ
ば
、
漫
に
暴
議
の

　
地
位
に
立
て
國
談
の
大
事
を
澹
任
す
べ
か
ら
す
ミ
，
以
て
君
が

　
沈
横
事
を
輕
卒
に
訂
す
る
の
人
に
奔
る
を
知
る
べ
き
な
り
。
震

　
本
年
の
元
老
院
回
議
に
於
て
、
現
行
識
誘
律
を
排
撃
し
て
日
く
、

　
事
實
の
有
無
を
問
は
庵
三
三
を
論
ず
る
ミ
あ
る
は
、
廟
堂
に
立

　
ち
人
民
を
保
護
す
る
官
吏
の
職
に
取
り
て
は
甚
だ
不
法
の
律
な

　
り
．
宜
し
く
修
正
せ
ざ
る
べ
か
ら
す
ミ
。
叉
以
て
君
が
莫
逡
事

　
を
断
ず
る
に
勇
な
る
を
見
る
べ
き
な
り
。
今
や
此
英
魑
沈
憐
敏

　
鎌
旧
名
に
纂
か
ざ
る
河
野
君
が
撰
に
当
り
て
、
乃
ち
第
三
圓
地

　
方
官
町
議
議
長
の
職
に
任
ぜ
ら
る
、
三
人
私
に
議
長
其
人
を
得

　
ウ
審
嚢
芋
ん
ば
あ
回
る
な
り
。
蘇
締

ざ
云
っ
て
居
る
。
而
し
て
地
方
官
會
議
御
用
掛
こ
し
て
、

太
政
官
樺
大
書
記
官
牟
三
口
元
學
、
太
政
官
樺
大
書
記
官

股
野
琢
、
元
老
院
纏
大
書
記
官
戸
田
秋
成
、
太
政
官
少
書

記
官
小
野
梓
、
元
老
院
少
書
記
官
島
田
三
郎
の
諸
氏
が
任

命
せ
ら
れ
旋
。
既
に
議
員
に
於
て
も
明
治
入
年
第
一
回
地

方
官
野
獣
の
當
時
ご
は
多
少
の
相
違
を
免
れ
な
い
。
島
惟

精
、
寓
岡
敬
明
、
吉
田
豊
文
、
松
拳
正
直
、
熊
野
九
郎
、



帆
風
鴬
親
㌻
原
保
太
躯
、
三
島
蓮
庸
、
藤
村
紫
朗
㌻
河
野

通
、
塊
村
正
直
、
永
山
盛
輝
、
境
こ
郎
、
岩
村
斑
俊
、
大

量
貞
清
、
山
田
秀
典
、
森
醇
、
松
田
滋
之
、
西
村
亮
吉
、

山
吉
盛
典
、
渡
邊
千
秋
、
下
田
樹
、
揖
取
素
彦
、
野
村
靖

北
垣
國
滋
、
雫
山
靖
彦
、
關
口
隆
吉
、
櫓
崎
實
直
、
安
場

保
和
、
石
田
英
吉
、
野
村
維
章
、
籠
手
田
安
定
、
岩
佐
爲

春
、
高
橋
新
吉
、
斯
波
有
造
、
宍
戸
昌
の
諸
氏
が
議
員
で

あ
っ
て
、
内
閣
委
員
ビ
し
て
は
、
今
村
和
郎
、
西
村
捨
三

爾
氏
列
席
し
て
原
案
辮
明
に
當
つ
だ
。

・
是
よ
り
先
き
明
治
十
三
年
一
月
廿
一
日
．
導
き
に
明
治

十
一
年
三
月
十
五
日
達
せ
ら
れ
た
議
事
規
則
を
改
定
し
て

新
に
議
事
規
則
を
定
め
た
が
、
其
中
五
六
の
興
味
あ
る
條

項
を
紹
介
す
る
ご
、

第
七
條
議
事
は
傍
聴
を
曝
す
。
但
時
宜
に
よ
り
之
を
制
限
し

　
或
は
之
を
禁
止
す
。

第
八
條
　
議
案
は
内
閣
よ
り
之
を
畿
す

第
二
十
二
條
議
員
に
於
て
無
用
の
論
戦
を
駕
す
も
の
あ
り
一
こ

　
第
十
巷
　
　
研
　
究
　
　
朋
治
剃
年
の
地
方
官
回
議

　
　
認
む
る
ミ
き
は
無
用
ε
呼
び
、
議
長
の
許
可
を
得
て
其
理
駐

　
　
を
一
回
設
明
す
る
こ
ぐ
）
を
得
、
若
し
無
用
ε
呼
ば
れ
た
る
も

　
　
の
無
用
に
あ
ら
ず
ミ
す
る
ε
き
は
、
議
長
の
許
可
を
得
て
其

　
　
理
由
を
一
回
詮
明
す
る
．
一
S
を
得
、
然
る
後
議
長
之
を
決
し
、

　
　
或
は
野
釣
の
決
を
取
る
べ
し
、
但
無
用
－
こ
呼
ば
れ
た
る
者
は

　
　
三
三
言
を
中
止
す
べ
し
。

　
第
三
十
四
條
　
小
會
議
は
傍
瀦
を
許
さ
す
。
　
　
　
．

　
第
四
十
四
條
　
議
事
中
は
議
員
慢
に
議
麿
…
を
退
く
事
を
許
さ
す

　
第
四
十
五
條
邊
滲
の
議
員
は
議
長
の
許
可
を
得
て
議
席
に
着

　
　
ぐ
べ
し
。

な
ざ
、
今
旧
の
議
事
に
て
は
見
る
こ
ご
の
出
來
な
い
議
事

規
則
が
定
め
ら
れ
た
。

　
さ
て
第
三
回
地
方
官
思
議
に
於
て
議
案
こ
し
て
提
出
せ

ら
れ
た
も
の
は
、
凡
て
二
十
五
案
で
あ
る
が
、
第
一
號
は

島
喚
殊
特
制
度
施
行
案
、
第
二
號
議
案
は
郡
匿
町
村
蔦
域

名
稽
遜
更
法
案
、
第
三
號
よ
り
第
＋
一
等
に
至
る
議
案
は

府
縣
會
規
則
改
正
案
㎜
概
計
画
塾
凝
糊
鷹
射
二
第
十
二
號
よ
り

第
拾
六
號
に
至
る
議
案
は
地
方
税
規
則
改
正
案
棚
脳
伽
㌔
酢

　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
四
一
　
（
二
三
三
）



　
　
　
第
十
巷
　
　
研
　
究
　
　
明
泊
初
年
の
地
方
官
倉
議

姉賠

?
鮒
、
第
拾
七
號
議
案
は
郡
逼
吏
員
俸
給
倉
案
、
第
十

入
號
よ
り
第
二
＋
三
號
に
至
る
議
案
は
地
方
視
中
機
業
税

薙
霧
の
種
類
活
魚
限
轟
饗
舞
鶴
を
㌃
の
改
正
聴

講
廿
四
號
議
案
は
涯
町
村
會
倉
布
告
案
）
鉱
ハ
外
に
最
後
に

備
荒
儲
蓄
法
案
が
あ
っ
た
Q
以
上
の
議
案
に
就
い
て
詳
細

に
其
内
容
を
審
査
し
、
立
法
機
關
の
墾
遷
上
よ
り
取
扱
ふ

ご
、
府
縣
會
議
員
の
選
墨
拝
に
被
選
墨
案
の
改
正
、
ご
匿

町
村
愈
法
案
の
二
條
が
最
も
重
大
な
る
議
案
で
あ
る
9

　
開
院
閉
院
爾
式
共
に
陛
下
臨
御
あ
ら
せ
ら
れ
、
皇
族
大

臣
嚢
等
供
奉
し
た
が
、
今
更
め
て
詳
に
述
べ
な
い
釣

書
地
方
官
會

議
全
誌

十
　
府
縣
會
議
員
選
三
法
改
定

　
明
治
十
】
年
七
月
登
布
の
府
縣
曾
規
則
第
二
章
「
選
暴
」

の
章
は
府
縣
會
規
鋼
第
十
條
よ
り
第
二
十
四
條
に
至
る
拾

五
箇
條
よ
う
成
っ
て
居
る
が
、
今
回
改
正
の
議
に
上
っ
て

悟
る
の
は
第
十
三
條
、
第
十
四
條
、
第
十
七
條
及
第
こ
十

　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
四
二
　
（
二
三
四
）

四
條
の
四
箇
僚
で
あ
る
。
　
．

　
そ
の
第
十
三
條
は
議
員
資
格
の
制
定
で
あ
っ
て
、
此
の

転
戦
の
末
尾
に
議
員
た
る
こ
ご
を
得
ざ
る
も
の
ε
し
て
四

筒
歎
に
亙
る
但
書
が
あ
る
。
今
回
の
第
入
號
議
案
は
更
に

一
箇
款
を
追
掬
せ
ん
こ
す
る
の
案
で
あ
っ
た
Q

　
明
治
十
一
年
越
十
八
號
布
告
第
十
三
愚
痴
欺
檜
加
並
第
十
四
條

　
　
但
書
改
正
案
。

　
第
五
歎
．
土
製
會
に
慌
て
退
職
者
ε
せ
ら
れ
た
る
後
四
年
を
経

　
　
ざ
る
者
。

　
但
前
條
の
第
一
欺
第
二
欺
第
三
欺
第
五
欺
に
濁
る
、
者
は
撰
暴

　
　
人
た
る
こ
ε
を
得
す
。

ご
あ
る
。

　
是
よ
り
先
十
二
年
頃
十
三
號
布
告
を
以
て
第
十
三
條
第

二
款
は
懲
役
一
年
以
上
轡
屋
事
犯
禁
獄
一
年
以
上
實
決
の

刑
に
生
せ
ら
れ
た
る
者
ご
あ
る
十
一
年
十
堅
甲
の
蓬
に
、

下
記
の
時
文
「
（
但
満
期
後
七
年
を
繧
た
る
者
は
此
限
に
在

ら
す
と
を
鮒
け
ら
れ
て
改
達
せ
ら
れ
て
居
た
が
此
回
會
礒

◎



の
結
果
こ
し
て
、
第
五
款
に
「
海
里
會
に
於
て
退
職
者
ご
せ

ら
れ
だ
る
後
四
年
を
経
ざ
る
者
」
ビ
の
隔
子
が
追
加
せ
ら

れ
た
。
此
の
．
條
交
中
「
府
縣
會
に
於
て
退
職
者
こ
せ
ら
れ

た
る
者
」
ご
云
ふ
の
は
「
府
道
會
は
議
員
の
内
招
集
に
癒
せ

す
叉
は
事
故
を
告
げ
す
し
て
墾
満
せ
ざ
る
も
の
を
審
査
し

其
退
職
濟
た
る
を
決
す
る
を
得
」
（
第
九
條
追
加
）
ε
あ
る

も
の
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
此
但
書
は
第
十
四
條
に
も

適
用
せ
ら
る
、
の
で
あ
る
Q
此
議
案
詐
論
の
際
に
表
は
れ

た
る
言
葉
よ
り
推
す
ご
、
動
勢
一
般
、
府
懸
會
議
員
た
る

を
好
ま
な
か
っ
た
風
が
あ
る
。
こ
月
十
四
鷺
の
會
議
に
於

て
、
野
村
維
章
の
如
き
は
此
の
風
を
指
摘
し
更
に
…
進
ん
で

無
制
限
被
選
録
を
主
張
し
た
Q
曰
く
、

　
抑
今
日
の
歌
懇
議
員
の
職
を
落
す
る
者
各
地
甚
だ
多
し
。
其
理

　
由
は
之
を
詳
に
す
る
こ
、
こ
能
は
ざ
れ
願
こ
も
、
察
す
る
に
大
抵
皆

　
輪
業
上
の
事
等
に
て
解
職
を
求
む
る
な
ら
ん
。
而
し
て
富
岡
以

　
上
納
租
の
者
は
各
地
方
．
こ
も
其
人
に
乏
し
き
を
信
ず
。
然
る
に

　
今
此
一
項
を
加
ふ
る
ミ
き
は
、
盆
ま
す
議
員
た
る
者
な
き
に
至

　
　
　
第
十
巷
　
　
｛
研
　
究
　
　
明
油
初
年
の
地
方
官
會
議

　
ら
ん
。
右
の
如
き
次
第
な
る
に
付
、
被
選
人
の
腿
域
を
廣
く
せ

　
ん
こ
ミ
を
望
む
な
り
。
己
に
選
畢
人
の
分
限
を
定
め
て
五
圓
以

　
上
の
納
租
ミ
す
、
其
五
圓
以
上
も
租
を
鈍
む
る
者
が
推
選
す
る

　
こ
ミ
な
れ
ば
、
則
ち
別
に
被
選
人
の
分
限
を
定
め
す
ε
も
宜
し

　
き
な
り
。
若
扱
ほ
之
を
子
飼
以
上
納
制
す
る
者
こ
せ
ば
、
此
第

　
五
欺
を
櫓
加
す
る
は
甚
だ
不
都
合
な
り
め
論
者
或
は
言
ん
、
地

　
租
拾
圓
以
上
ミ
定
め
ざ
る
ミ
き
は
三
一
獲
の
身
代
の
者
も
入
り

　
來
て
莫
大
の
費
用
を
徴
回
す
る
に
至
ら
ん
S
。
一
咋
年
も
既
に

　
カ
バ
ン
一
個
の
説
あ
り
。
本
年
も
亦
此
論
者
あ
ら
ん
ミ
察
す
れ

　
，
こ
も
、
府
縣
會
の
性
質
は
最
早
全
等
人
民
が
充
分
に
之
を
了
知

　
せ
り
G
故
に
無
慮
な
る
人
物
を
選
心
す
る
様
の
事
は
決
し
て
無

　
し
、
故
に
被
選
艦
椹
を
廣
め
て
地
租
を
納
む
る
ε
否
ε
に
拘
ら

　
す
、
選
暴
入
禽
己
の
信
任
す
る
者
を
自
由
に
選
む
の
便
を
與
へ

　
ん
こ
ミ
を
希
望
す
。

ご
云
っ
て
居
る
。
熊
野
九
郎
の
意
見
に
も
、

　
第
五
欺
の
通
な
る
鴨
こ
き
は
、
被
選
慕
椹
を
剥
く
年
撒
も
長
き
に

　
付
、
終
に
其
人
員
を
減
す
べ
し
。
則
第
十
三
條
を
地
方
税
何
圓

　
を
納
む
る
も
の
S
修
正
致
し
度
し
是
迄
の
通
に
て
は
、
議
員
の

　
　
　
　
　
　
　
第
二
盤
　
　
　
四
三
　
　
（
ご
三
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Φ



　
　
　
第
十
巻
　
　
研
　
究
　
　
覗
溝
初
年
の
地
方
賞
倉
議

　
数
農
に
多
く
し
て
商
に
少
な
き
を
以
て
、
兎
角
課
税
の
李
均
を

　
失
す
る
に
至
る
。

ご
云
っ
て
居
る
。
略
當
時
の
議
論
を
察
す
る
こ
ご
が
出
罵

る
の
で
あ
る
。
が
、
盛
一
聾
の
身
代
論
を
持
ち
霞
し
だ
議

論
は
今
日
猫
衆
議
院
議
員
に
謝
し
て
｝
部
の
憂
ふ
る
所
で

あ
る
。
而
し
て
此
等
が
富
豪
に
高
嶺
の
課
税
を
爲
す
べ
し

ご
云
ひ
、
又
農
民
出
身
者
、
商
業
毘
身
者
の
各
他
に
謝
し

て
課
税
す
る
の
李
均
を
失
す
る
な
る
べ
し
ご
云
へ
る
な
ざ

要
事
爾
依
然
た
り
ご
牢
し
て
宜
し
い
。

　
次
に
改
正
せ
ら
れ
た
第
十
七
條
の
規
定
は
、
明
治
十
一

年
度
布
告
に
は
「
投
票
は
豫
め
郡
増
長
よ
り
付
與
し
た
る

用
紙
に
選
野
人
自
己
及
び
被
選
入
の
住
所
姓
名
等
年
齢
を

記
し
、
豫
定
の
田
之
を
郡
黒
磯
に
出
す
べ
し
」
云
々
ご
あ

る
の
に
、
議
案
に
は
「
投
票
は
豫
め
郡
翼
長
よ
り
付
與
し

た
る
用
紙
に
選
憂
人
自
己
の
住
所
姓
名
年
齢
及
び
被
選
人

の
姓
名
を
記
し
云
々
」
ご
あ
る
○
思
議
の
結
果
は
明
治
十

一
年
布
告
第
十
入
號
の
法
文
に
年
齢
記
入
の
條
項
を
劇
除

　
　
　
　
　
　
　
館
二
號
、
　
　
四
四
　
　
（
二
三
六
）

し
た
丈
の
こ
ご
に
定
め
ら
れ
た
。
此
れ
が
明
治
十
三
年
四

月
第
十
五
號
を
以
て
布
告
せ
ら
れ
た
。
此
詐
論
の
内
野
村

維
章
の
説
を
紹
介
し
て
届
く
、

　
振
案
に
被
選
入
の
姓
名
ご
あ
り
、
姓
名
の
み
に
て
は
或
は
詞
姓

　
嗣
名
の
者
も
あ
、
り
て
分
り
難
き
噛
め
ら
ん
。
去
果
て
年
齢
ま
で

　
も
記
す
る
は
亦
不
都
合
な
り
。
選
纂
は
他
郡
の
者
に
も
か
・
る

　
こ
ミ
な
れ
ば
、
年
齢
が
分
ら
ぬ
爲
め
に
不
得
已
投
票
せ
ざ
る
も

　
の
も
あ
ら
ん
。
叉
同
姓
名
の
者
は
實
際
あ
る
事
な
り
。
故
に
住

　
所
の
二
字
を
加
へ
て
何
村
の
何
某
ε
云
ふ
こ
ミ
に
し
た
し
、
一

　
村
内
に
て
同
姓
同
名
の
者
は
今
日
で
は
種
々
の
不
都
合
も
あ
れ

　
ば
必
ず
改
名
せ
し
に
相
違
な
し
。

　
次
に
改
正
せ
ら
れ
た
明
治
十
一
年
第
十
入
號
布
告
の
第

二
＋
四
條
は
「
議
員
中
第
＋
三
塁
に
掲
ぐ
る
諸
款
の
場
合

に
遭
遇
す
る
者
あ
る
か
、
其
府
意
外
に
蒋
製
す
る
か
、
又

は
死
去
し
た
る
ご
き
は
更
に
其
映
に
代
る
者
を
選
墓
す
、

其
疾
病
等
止
む
を
得
ざ
る
事
故
な
く
し
て
開
會
の
招
集
に

癒
せ
さ
る
者
は
、
蓬
職
者
こ
し
亦
其
歓
に
代
る
者
を
選
暴



す
」
ご
あ
る
の
を
、
「
議
員
中
第
十
三
條
に
掲
ぐ
る
諸
款
の

場
合
に
遭
遇
す
る
か
、
笠
ハ
府
課
外
に
轄
任
す
る
か
、
其
他

総
て
映
員
あ
る
ご
き
は
更
に
之
に
代
る
者
を
選
墓
す
」
ご

改
正
し
た
、
此
は
軍
に
字
句
の
修
正
に
過
ぎ
な
い
。

　
以
上
の
改
正
を
見
る
ご
、
別
に
府
縣
亡
母
暴
被
選
懸
資

格
に
毒
し
て
大
し
た
墾
り
は
無
い
や
う
で
あ
る
が
、
此
の

十
一
年
布
告
第
十
八
號
母
親
會
規
鋼
に
歯
し
て
は
極
め
て

利
害
驕
係
薄
し
ご
見
へ
た
る
も
の
に
新
し
て
も
頗
る
眞
面

目
に
詐
論
を
達
し
た
る
こ
ご
は
、
當
時
如
何
に
民
樺
問
題

が
継
の
大
勢
を
黙
し
た
か
を
察
す
’
る
に
足
る
の
で
あ
る

今
＝
｝
の
文
句
を
抄
出
す
る
ご
。
「
府
縣
會
権
限
の
範
園
圃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
い
チ

少
し
大
に
分
椹
の
主
義
に
反
す
」
顛
㎜
「
折
角
十
一
年
に
付

戯
せ
ら
れ
馨
歴
数
を
再
び
減
縮
せ
ら
る
」
離
謁
の
文
句

濃
墨
に
蓬
あ
ら
ざ
る
有
機
で
あ
る
。

　
　
十
「
　
塵
町
村
會
布
告
案

下
に
大
周
題
こ
し
て
は
庭
町
村
會
布
告
案
で
あ
る
，

　
　
鎮
十
谷
　
　
研
　
究
　
　
明
油
初
年
の
地
方
窟
曾
議

此

議
案
は
銑
に
明
治
…
入
年
地
方
官
蓋
置
に
於
て
「
β
’
長
を
以

て
轟
曾
を
興
す
法
案
」
と
し
て
議
長
木
戸
孝
允
よ
り
太
政

大
臣
三
條
實
美
に
七
浦
せ
ら
れ
π
問
題
の
引
無
き
で
あ
っ

て
、
明
治
十
一
年
の
地
方
官
會
議
に
於
て
も
郡
下
町
村
編

制
法
に
附
随
し
て
一
度
詐
議
に
上
っ
て
居
る
。
其
時
の
議

論
に
は
戸
長
の
任
免
の
権
政
府
に
在
ら
す
し
て
は
不
都
合

な
き
や
否
や
、
町
村
會
の
決
議
に
野
し
政
府
干
渉
の
萢
を

開
き
置
か
ず
し
て
後
日
の
爲
め
可
な
り
ゃ
否
や
の
な
ざ
議
．

慣
せ
ら
れ
て
居
る
。
別
し
て
紳
奈
川
縣
の
野
村
靖
の
如
き

は
英
國
、
佛
國
の
邑
法
を
引
癒
し
て
町
村
自
治
の
爾
早
き

を
論
し
て
居
ら
る
、
o
其
言
中
に
「
斯
く
壌
せ
ば
こ
て
後

略
ま
で
人
民
に
自
由
を
與
へ
ざ
る
に
質
す
、
町
村
曾
を
起

し
て
戸
長
を
監
督
せ
し
め
郡
優
會
を
処
し
て
郡
長
を
監
督

せ
し
め
、
府
縣
會
を
超
し
て
府
知
事
縣
倉
を
監
督
せ
し
む

る
に
至
て
は
、
回
れ
地
方
の
行
政
権
を
翠
て
人
民
に
附
與

す
る
も
の
な
れ
ば
、
行
政
立
法
の
別
も
立
ち
帥
ち
民
椹
の

擾
諾
す
る
も
の
な
り
」
o
ビ
あ
る
、
此
に
甥
し
て
政
府
委
員

　
　
　
　
　
　
　
錐
二
魏
　
　
　
四
五
　
　
（
二
三
出
）



　
　
　
欝
十
巻
　
　
研
　
究
　
　
明
沿
初
年
の
馳
方
官
會
議

た
る
松
田
通
之
は
佛
國
の
邑
長
ご
我
が
町
村
戸
長
ざ
は
相

違
す
る
旨
を
蓮
べ
、
我
國
の
町
村
が
銑
に
維
薪
前
よ
も
自

治
の
慣
習
を
有
す
る
を
以
て
決
し
て
術
早
に
非
ら
す
ご
論

し
て
居
る
◎
か
く
て
明
治
十
一
年
七
月
に
郡
匠
町
村
編
制

法
の
登
布
を
見
た
の
で
あ
る
。
郎
ち
、

　
　
第
一
條
　
地
方
を
記
し
て
府
縣
の
下
郡
匠
町
村
ミ
す
。

　
　
第
二
條
郡
町
村
の
随
域
名
酒
は
総
て
奮
に
依
る
。

以
下
第
九
條
に
至
る
ま
で
が
夫
で
“
の
る
が
、
是
は
軍
に
行

政
甚
の
制
定
に
遇
ぎ
な
か
つ
元
。
然
る
に
第
三
回
地
方
官

會
議
に
覧
て
初
め
て
此
匿
町
村
の
會
議
な
る
も
の
を
法
律

的
に
認
定
す
る
や
否
や
の
問
題
が
起
っ
た
。
此
が
所
謂
涯

町
村
曾
布
告
案
で
あ
る
。
其
中
大
眼
目
は
第
一
條
た
る
、

　
　
薩
町
村
會
は
寄
合
根
談
の
如
き
從
來
の
慣
行
に
從
ふ
ミ
も
、
又

　
　
は
新
た
に
其
規
則
を
葺
く
る
・
こ
も
其
湿
町
村
の
便
宜
に
任
す
、

　
　
其
規
則
を
臨
く
る
も
の
は
府
知
事
縣
令
之
を
裁
定
す
。

・
の
一
條
に
あ
っ
た
、
特
に
從
來
の
如
き
所
謂
「
寄
舎
相
談
」

認
否
が
問
題
の
中
心
で
在
つ
元
。
今
二
三
の
説
を
紹
介
す

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
　
一
四
山
霊
　
　
（
二
三
入
）

る
ご
。
大
泊
｝
貞
済
｝
臼
、

　
今
町
混
合
棚
談
な
そ
の
事
を
掲
く
る
博
は
一
般
の
制
度
退
歩
す

　
る
が
姉
し
。

岩
村
高
俊
日
、

　
此
法
た
る
封
建
時
代
に
於
て
は
可
な
り
ミ
難
も
，
今
日
に
在
て

　
は
三
三
不
規
則
の
事
に
て
は
其
用
を
爲
さ
黛
る
に
近
し
。
・

此
等
は
規
則
を
定
む
べ
し
ご
の
論
で
あ
る
が
、
又
反
醤
の

論
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
．

渡
邉
千
秋
日
、

　
三
民
の
歌
態
如
何
を
察
せ
す
、
日
面
を
美
に
せ
ん
が
爲
め
」
規

　
則
を
遷
り
て
之
に
從
似
し
め
ん
ぐ
」
す
る
は
、
猴
ほ
イ
ロ
ハ
も
知

　
ら
ぬ
者
に
国
選
卿
の
法
帖
を
習
は
し
む
る
が
如
く
、
竹
槍
席
旗

　
の
起
る
も
為
楽
類
の
事
に
よ
る
ミ
思
は
る
。

松
田
造
之
日
、

　
町
村
の
實
況
人
民
に
整
々
の
規
雨
を
行
は
ん
ミ
欲
す
る
も
．
決

　
し
て
行
は
る
べ
か
ら
す
。
行
は
れ
ざ
る
の
規
則
を
設
く
る
は
是

　
徒
法
な
り
。
細
民
を
し
て
緻
密
の
規
鋼
を
施
行
せ
し
め
臓
正
の

　
法
度
に
合
せ
し
め
ん
ε
す
る
は
，
恰
も
沐
猴
に
衣
冠
を
著
け
て



　
舞
踏
を
爲
さ
し
む
る
が
無
し
○

な
ご
そ
れ
で
あ
る
◎
要
す
る
に
當
時
の
民
度
整
々
の
規
期

を
早
く
、
る
を
可
こ
す
る
や
、
華
墨
制
度
を
踏
襲
す
る
の
勝

れ
る
こ
す
る
や
の
論
で
あ
っ
て
、
匪
町
村
塵
世
開
の
論
ご

樹
早
世
ご
の
孚
で
あ
る
。
此
を
當
時
の
國
會
開
設
論
ご
三

関
開
設
筒
早
論
ご
に
比
較
す
る
ご
頗
る
興
味
多
く
、
日
本

近
世
文
明
吏
上
の
一
巡
槻
で
あ
っ
た
。
か
く
て
會
議
の
末
、

途
に
明
治
十
三
年
四
月
入
日
第
十
入
號
布
告
を
以
て
．

　
第
二
條
畷
晦
村
會
の
規
則
は
二
面
町
村
の
便
宜
に
從
ひ
之
を

　
取
設
け
府
知
事
縣
令
の
裁
定
を
受
く
べ
し
Q

ご
云
ふ
に
定
め
ら
れ
て
、
細
則
を
一
般
的
に
は
定
め
な
か

っ
た
。
灘
諮
倉
曲
筆
魍

　
　
　
十
二
　
結
　
　
　
言

　
余
は
本
誌
の
貴
重
な
誌
面
を
汚
し
て
、
以
上
明
治
初
年

の
地
方
官
動
議
の
一
斑
を
説
い
た
。
此
動
議
は
前
後
約
七

年
に
亙
っ
た
三
回
の
野
鳥
で
あ
っ
て
、
其
七
年
間
は
日
本

最
近
世
駆
上
、
就
會
相
に
於
て
又
思
想
上
に
於
て
極
め
て

　
　
　
第
＋
谷
　
研
究
　
朋
給
初
年
分
地
方
官
曾
講

重
大
な
る
時
代
で
あ
る
。
随
っ
て
衆
智
識
を
集
め
た
る
臨

の
選
管
に
於
て
は
、
議
會
そ
の
も
の
ご
其
背
景
ご
に
於
て
、

説
き
立
つ
べ
き
事
項
猫
ほ
勘
な
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
が

此
等
を
一
々
説
く
事
は
多
数
の
紙
面
を
要
す
る
の
で
あ
る

た
め
、
舩
は
軍
に
、
日
本
民
樫
善
哉
よ
り
地
方
官
會
議
を

見
、
重
要
な
る
意
義
あ
る
事
項
に
限
定
し
て
述
べ
た
。
此

の
罷
め
地
方
官
會
議
の
全
膿
こ
し
て
は
全
篇
頗
る
不
完
全

な
る
も
の
ビ
な
っ
て
居
る
こ
ご
を
爵
身
に
於
て
も
充
分
認

め
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
元
や
余
は
現
今
の
問
題
た
る
普
選
論
に
直
面
し
て
、
王

政
復
古
よ
り
普
蓮
掛
倒
に
至
る
五
十
徐
年
間
の
回
る
一
時

期
ご
、
或
る
一
機
關
ご
に
表
れ
た
豊
津
墾
革
の
跡
を
一
瞥

し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
一
っ
て
今
日
の
普
選
問
題
が
一

朝
一
夕
に
馴
致
せ
ら
れ
た
も
の
で
な
い
こ
ご
に
つ
い
て
讃

者
の
諒
解
を
得
た
こ
ご
、
思
ふ
Q
憲
政
史
上
に
残
し
た
地

方
官
愚
頑
の
意
義
は
、
其
の
府
縣
曝
露
期
、
町
村
會
規
則

に
、
永
久
不
滅
の
も
の
こ
な
っ
て
居
る
。
か
く
て
此
會
議
は

膚
治
制
の
促
進
に
は
非
常
な
功
績
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
西
七
　
（
二
三
九
）


